
川崎市上下水道局規程第４１号 

川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程の一部を改正する

規程を次のように定める。 

  令和７年１１月２８日 

          川崎市上下水道事業管理者 白 鳥 滋 之 

 

川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程の一部を改正

する規程 

 川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程（令和２年川崎市

上下水道局規程第５号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項第２号ウ中「３２２円」を「３３１円」に改め、同号エ中「４

５４円」を「４７２円」に改め、同号オ中「５８６円」を「６１３円」に改め

、同号カ中「７１８円」を「７５４円」に改め、同号キ中「８５０円」を「８

９５円」に改め、同号ク中「９８１円」を「１，０３６円」に改め、同号ケ中

「１，１０９円」を「１，１７７円」に改め、同号コ中「１，１９０円」を「

１，３２２円」に改め、同号サ中「１，２７２円」を「１，４６８円」に改め

、同号シ中「１，３５４円」を「１，６１３円」に改め、同号ス中「１，４３

６円」を「１，７５９円」に改める。 

第１７条の２第１項第１号中「１００分の１１１」を「１００分の１１３．

５」に、「１００分の１１８．５」を「１００分の１２１」に改め、同項第２

号中「１００分の１０３．５」を「１００分の１０６」に改め、同項第３号中

「１００分の９７．５」を「１００分の１００」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、令和７年１２月１日から施行する。 



２ この規程（第１７条の２の改正規定を除く。）による改正後の川崎市上下

水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定の適用の日は、上下水

道事業管理者が別に定める。 


